
 議案第１０２号 

   墨田区特別区税条例等の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２８年１１月２５日 

 

                提出者 墨田区長  山  本    亨    

 

   墨田区特別区税条例等の一部を改正する条例 

第１条 墨田区特別区税条例（昭和３９年墨田区条例第４３号）の一部を次のように

改正する。 

  第７条中「不服申立て」を「審査請求」に、「または」を「又は」に、「もしく

は」を「若しくは」に改める。 

  第１９条各号列記以外の部分中「第１８条」を「前条」に改め、同条第１号中 

 「第１８条第２項」を「前条第２項」に改め、同号イを同号アとし、同号ロを同号

イとし、同条第２号中「イに」を「アに」に、「ロ」を「イ」に改め、同号イを同

号アとし、同号ロを同号イとする。 

  第３１条の見出し中「かかる」を「係る」に、「または」を「又は」に、「およ 

 び」を「及び」に改め、同条第１項中「または」を「又は」に、「もしくは」を 

 「若しくは」に、「規定によって」を「規定により」に、「においては」を「には」 

 に、「かかる」を「係る」に、「次項」を「この条」に、「総称する」を「いう」 

 に改め、同条第２項中「次項」の次に「及び第４項」を加え、「かかる」を「係る」 

 に、「または」を「又は」に改め、同条第３項中「、または」を「、又は」に、 

 「および」を「及び」に、「かかる」を「係る」に、「変更しまたは」を「変更し、

又は」に、「第１項に」を「同項に」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ４ 第２項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の

税務官署が所得税の更正（納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類す

るものを含む。以下この項において「増額更正」という。）をしたとき（国の税

務官署が所得税の更正（納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類する



ものを含む。以下この項において「減額更正」という。）をしたことに基因して、

第１項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加

したときに限る。）は、その追徴すべき不足税額（当該減額更正前に賦課した税

額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額（還付金の額に相当

する税額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。以下この項にお

いて同じ。）については、次に掲げる期間（令第４８条の９の９第４項各号に掲

げる区民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎と

なる期間から控除する。 

  ⑴ 第２８条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る

納税通知書が発せられた日までの期間 

  ⑵ 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日（当

該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算し

て１年を経過する日）の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税

通知書が発せられた日までの期間 

  第３８条第３号中「および」を「及び」に、「製造または」を「製造し、又は」

に改める。 

  第３９条第１項第１号イ中「ニ」を「エ」に改め、同号イを同号アとし、同号ロ

を同号イとし、同号ハを同号ウとし、同号ニを同号エとし、同項第２号を次のよう

に改める。 

  ⑵ 軽自動車及び小型特殊自動車 

   ア 軽自動車 

    (ア) ２輪のもの（側車付のものを含む。） 年額 ３，６００円 

    (イ) ３輪のもの             年額 ３，９００円 

    (ウ) ４輪以上のもの 

     ａ 乗用のもの 

        営業用 年額 ６，９００円 

        自家用 年額 １０，８００円 

     ｂ 貨物用のもの 



        営業用 年額 ３，８００円 

        自家用 年額 ５，０００円 

    (エ) 専ら雪上を走行するもの 年額 ３，６００円 

   イ 小型特殊自動車 

    (ア) 農耕作業用のもの 年額 ２，４００円 

    (イ) その他のもの   年額 ５，９００円 

  第４９条第２項の表中「イ パイプたばこ」を「ア パイプたばこ」に、「ロ」

を「イ」に、「ハ」を「ウ」に改める。 

  付則第３条の２を次のように改める。 

  （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例） 

 第３条の２ 平成３０年度から平成３４年度までの各年度分の区民税に限り、法附

則第４条の４第３項の規定に該当する場合における第１７条の規定による控除に

ついては、その者の選択により、同条中「同条第１項」とあるのは「同条第１項

（第２号を除く。）」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第４条の４第

３項の規定により読み替えて適用される法第３１４条の２第１項（第２号に係る

部分に限る。）」として、同条の規定を適用することができる。 

  付則第６条第１項中「同項第２号イ中次の表の左欄」を「次の表の左欄に掲げる

同項の規定中同表の中欄」に改め、同項の表を次のように改める。 

 

第２号ア(イ) ３，９００円 ４，６００円 

第２号ア(ウ)ａ 
６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

第２号ア(ウ)ｂ 
３，８００円 ４，５００円 

５，０００円 ６，０００円 

 

  付則第６条第２項中「規定する」を「掲げる」に、「平成２７年４月１日から平 

 成２８年３月３１日」を「平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日」に、 

 「において、平成２８年度」を「には、平成２９年度」に、「第３９条第１項第２

号イ中次の表の左欄」を「次の表の左欄に掲げる同項の規定中同表の中欄」に改め、



同項の表を次のように改める。 

 

第２号ア(イ) ３，９００円 １，０００円 

第２号ア(ウ)ａ 
６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

第２号ア(ウ)ｂ 
３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

 

  付則第６条第３項中「規定する」を「掲げる」に、「平成２７年４月１日から平

成２８年３月３１日」を「平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日」に、

「において、平成２８年度」を「には、平成２９年度」に、「同項第２号イ中次の

表の左欄」を「次の表の左欄に掲げる同項の規定中同表の中欄」に改め、同項の表

を次のように改める。 

 

第２号ア(イ) ３，９００円 ２，０００円 

第２号ア(ウ)ａ 
６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

第２号ア(ウ)ｂ 
３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

 

  付則第６条第４項中「規定する」を「掲げる」に、「平成２７年４月１日から平

成２８年３月３１日」を「平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日」に、

「において、平成２８年度」を「には、平成２９年度」に、「同項第２号イ中次の

表の左欄」を「次の表の左欄に掲げる同項の規定中同表の中欄」に改め、同項の表

を次のように改める。 

 

第２号ア(イ) ３，９００円 ３，０００円 

第２号ア(ウ)ａ 
６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

第２号ア(ウ)ｂ 
３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

 

  付則第１１条第１項第２号イを同号アとし、同号ロを同号イとする。 



  付則第１１条の２第１項第２号イを同号アとし、同号ロを同号イとする。 

  付則第１４条の２第１項中「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第

２項第１号中「第１７条」の次に「の規定」を加え、「付則第１４条の２第１項」

を「付則第１４条の３第１項」に改め、同項第２号中「、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項及び付則第３条の５の２第１項」を「並びに付則第３条の３

第１項、第３条の５第１項及び第３条の５の２第１項」に、「付則第１４条の２第

１項」を「付則第１４条の３第１項」に、「第２０条第１項中「山林所得金額」と

あるのは「山林所得金額並びに付則第１４条の２第１項に規定する条約適用利子等

の額」と、同項前段」を「第２０条第１項前段」に改め、同項第３号中「付則第１

４条の２第１項」を「付則第１４条の３第１項」に、「租税条約等実施特例法」を

「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

（昭和４４年法律第４６号）」に、「特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」

を「特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額」に改め、同項第４号中「付則第１４

条の２第１項」を「付則第１４条の３第１項」に改め、同条第３項中「第１５条及

び」を「同条及び」に、「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第５項

第１号中「付則第１４条の２第３項」を「付則第１４条の３第３項後段」に改め、

同項第２号中「、付則第３条の３第１項、付則第３条の５第１項及び付則第３条の

５の２第１項」を「並びに付則第３条の３第１項、第３条の５第１項及び第３条の

５の２第１項」に、「付則第１４条の２第３項」を「付則第１４条の３第３項後

段」に、「第２０条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付

則第１４条の２第３項に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段」を「第２０

条第１項前段」に改め、「、第２０条の３第１項中「第１５条第４項」とあるのは

「付則第１４条の２第４項」と」を削り、同項第３号中「付則第１４条の２第３

項」を「付則第１４条の３第３項後段」に、「租税条約等実施特例法」を「租税条

約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４

４年法律第４６号）」に、「又は配当所得」を「若しくは配当所得」に改め、同項

第４号中「付則第１４条の２第３項」を「付則第１４条の３第３項後段」に改め、

同条第６項中「付則第１４条の２第３項」を「付則第１４条の３第３項前段」に改



め、同条を付則第１４条の３とし、付則第１４条の次に次の１条を加える。 

  （特例適用利子等及び特例適用配当等に係る区民税の課税の特例） 

 第１４条の２ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対す

る相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号。

以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）第８条第２項に規定する特例適

用利子等、外国居住者等所得相互免除法第１２条第５項に規定する特例適用利子

等又は外国居住者等所得相互免除法第１６条第２項に規定する特例適用利子等に

ついては、第１５条及び第１８条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その

前年中の外国居住者等所得相互免除法第８条第２項（外国居住者等所得相互免除

法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用する場合を含む。）に規定す

る特例適用利子等の額（以下この項において「特例適用利子等の額」という。）

に対し、特例適用利子等の額（次項第１号の規定により読み替えられた第１７条

の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に１００分の３の税率を乗じ

て計算した金額に相当する区民税の所得割を課する。 

 ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

  ⑴ 第１７条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総

所得金額、付則第１４条の２第１項に規定する特例適用利子等の額」とする。 

  ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２０条の３第１項並びに付則第３条の３

第１項、第３条の５第１項及び第３条の５の２第１項の規定の適用については、

第１９条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第１４条の２第１

項の規定による区民税の所得割の額」と、第２０条第１項前段、第２０条の２、

第２０条の３第１項並びに付則第３条の３第１項、第３条の５第１項及び第３

条の５の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第１４ 

   条の２第１項の規定による区民税の所得割の額」と、第２０条第１項後段中 

   「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第１４条の２第１項の規定に

よる区民税の所得割の額の合計額」とする。 

⑶ 第２１条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は付則第１４条の２第１項に規定する特例適用利子



等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若

しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関す

る法律（昭和３７年法律第１４４号）第７条第１０項（同法第１１条第８項及

び第１５条第１４項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象利子

に係る利子所得の金額、同法第７条第１２項（同法第１１条第９項及び第１５

条第１５項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象収益分配に係

る配当所得の金額、同法第７条第１６項（同法第１１条第１１項及び第１５条

第１７項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象懸賞金等に係る

一時所得の金額若しくは同法第７条第１８項（同法第１１条第１２項及び第１

５条第１８項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象給付補塡金

等に係る雑所得等の金額」とする。 

  ⑷ 付則第２条の２の３の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」 

   とあるのは「山林所得金額並びに付則第１４条の２第１項に規定する特例適用

利子等の額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

付則第１４条の２第１項の規定による区民税の所得割の額」とする。 

 ３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第８条第

４項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第１２条第６項に

規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第１６条第３項に規定

する特例適用配当等（次項において「特例適用配当等」という。）については、

第１５条第３項及び第４項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適

用配当等については、同条及び第１８条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、

その前年中の外国居住者等所得相互免除法第８条第４項（外国居住者等所得相互

免除法第１２条第６項及び第１６条第３項において準用する場合を含む。）に規 

  定する特例適用配当等の額（以下この項において「特例適用配当等の額」とい 

  う。）に対し、特例適用配当等の額（第５項第１号の規定により読み替えられた

第１７条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に１００分の３の税

率を乗じて計算した金額に相当する区民税の所得割を課する。 

 ４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の４月１日の



属する年度分の第２３条第１項の規定による申告書（その提出期限までに提出さ

れたもの及びその提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに

提出されたものに限り、その時までに提出された第２４条第１項に規定する確定

申告書を含む。）に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき

（これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると区長

が認めるときを含む。）に限り、適用する。 

 ５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

  ⑴ 第１７条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総

所得金額、付則第１４条の２第３項後段に規定する特例適用配当等の額」とす

る。 

  ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２０条の３第１項並びに付則第３条の３

第１項、第３条の５第１項及び第３条の５の２第１項の規定の適用については、

第１９条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第１４条の２第３

項後段の規定による区民税の所得割の額」と、第２０条第１項前段、第２０条

の２、第２０条の３第１項並びに付則第３条の３第１項、第３条の５第１項及

び第３条の５の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則

第１４条の２第３項後段の規定による区民税の所得割の額」と、第２０条第１

項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第１４条の２第３項

後段の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。 

  ⑶ 第２１条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は付則第１４条の２第３項後段に規定する特例適用

配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に

関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第７条第１４項（同法第１１条第１

０項及び第１５条第１６項において準用する場合を含む。）に規定する申告不

要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。 

  ⑷ 付則第２条の２の３の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」 

   とあるのは「山林所得金額並びに付則第１４条の２第３項後段に規定する特例



適用配当等の額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに付則第１４条の２第３項後段の規定による区民税の所得割の額」とする。 

第２条 墨田区特別区税条例の一部を改正する条例（平成２６年墨田区条例第２４号）

の一部を次のように改正する。 

  付則第５条中「新条例第３９条第１項及び新条例」を「墨田区特別区税条例第３

９条第１項及び」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条例の」を加え、同条の表

を次のように改める。 

 

第３９条第１項第２号

ア(イ) 
３，９００円 ３，１００円 

第３９条第１項第２号

ア(ウ)ａ 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

第３９条第１項第２号

ア(ウ)ｂ 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

付則第６条第１項 第３９条第１項 

墨田区特別区税条例の一部を改

正する条例（平成２６年墨田区

条例第２４号。以下この条にお

いて「平成２６年改正条例」と

いう。）付則第５条の規定によ

り読み替えて適用される第３９

条第１項 

付則第６条第１項の表

第２号ア(イ)の項 

第２号ア(イ) 

平成２６年改正条例付則第５条

の規定により読み替えて適用さ

れる第３９条第１項第２号ア

(イ) 

３，９００円 ３，１００円 

付則第６条第１項の表

第２号ア(ウ)ａの項 

第２号ア(ウ)ａ 

平成２６年改正条例付則第５条

の規定により読み替えて適用さ

れる第３９条第１項第２号ア

(ウ)ａ 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

 

 

付則第６条第１項の表

第２号ア(ウ)ｂの項 

第２号ア(ウ)ｂ 

平成２６年改正条例付則第５条

の規定により読み替えて適用さ

れる第３９条第１項第２号ア

(ウ)ｂ 

３，８００円 ３，０００円 



 ５，０００円 ４，０００円 

 

第３条 墨田区特別区税条例等の一部を改正する条例（平成２７年墨田区条例第３７

号）の一部を次のように改正する。 

  付則第５条第７項中「、新条例」を「、墨田区特別区税条例」に、「新条例の」

を「同条例の」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第１条中墨田区特別区税条例第３１条の改正規定並びに同条例付則第１４条の

２の改正規定及び同条例付則第１４条の次に１条を加える改正規定並びに第３条

の規定並びに次条第１項及び第３項の規定 平成２９年１月１日 

 ⑵ 第１条中墨田区特別区税条例第３９条及び付則第６条の改正規定並びに第２条

の規定 平成２９年４月１日 

 ⑶ 第１条中墨田区特別区税条例付則第３条の２の改正規定及び次条第２項の規定

平成３０年１月１日 

 （経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の墨田区特別区税条例（以下「新条例」という。） 

 第３１条第４項の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行の日以後に新条例第３１

条第２項に規定する納期限が到来する区民税に係る延滞金について適用する。 

２ 新条例付則第３条の２の規定は、平成３０年度以後の年度分の区民税について適

用する。 

３ 新条例付則第１４条の２の規定は、平成２９年１月１日以後に支払を受けるべき

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭

和３７年法律第１４４号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第１２条

第５項に規定する特例適用利子等若しくは同法第１６条第２項に規定する特例適用

利子等又は同法第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第１２条第６項に規



定する特例適用配当等若しくは同法第１６条第３項に規定する特例適用配当等に係

る区民税について適用する。 

 

（提案理由） 

 地方税法等の一部改正等に伴い、区民税の医療費控除の特例を創設等するとともに、

軽自動車税の税率の特例の延長を行うほか、所要の規定整備をする必要がある。 


